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付属文書 8 

 
決議 MEPC.212(63)  

 
採択日: 2012 年 3 月 2 日 

 
2012 年新船のためのエネルギー効率設計指標（EEDI）の 

計算方法に関するガイドライン 
（日本語仮訳） 

 
 
海洋環境保護委員会は、 
 
 海洋汚染の防止および規制のための国際条約により与えられた海洋環境保護委員会（委員

会）の機能に係る国際海事機関条約第 38 条(a)を想起し、 
 
 さらに第 62 回委員会において、「1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関

する 1978 年の議定書によって修正された同条約を改正する 1997 年の議定書」の附属書改正

（MARPOL 条約附属書 VI の船舶のエネルギー効率に関する規則を含む）を決議

MEPC.203(62)により採択したことも想起し、 
 
 第 62 回委員会において採択された船舶のエネルギー効率に関する規則について新たに第 4
章として追加する MARPOL 条約附属書 VIの改正が、2012 年 7月 1日に承認されたことによ

り 2013 年 1 月 1 日に発効する見通しであることに銘記し、 
 
 さらに、改正後の MARPOL 条約附属書 VI の第 20 規則（Attained EEDI）が、エネルギー

効率設計指標（EEDI）は国際海事機関によって策定されたガイドラインを考慮に入れて、

計算されることを義務付けていることにも銘記し、 
 
 MARPOL 条約附属書 VI の改正に当たり、上記規則の円滑かつ統一的な実施のために関連

ガイドラインの採択および業界に十分な準備期間を与えることが必要であることを認識し、 
 
 第 63 回委員会において、2012 年新船のためのエネルギー効率設計指標（EEDI）の計算方

法に関するガイドラインの草案を考慮して、 
 
1. この決議の付属文書に記載された 2012 年新船のためのエネルギー効率設計指標

（EEDI）の計算方法に関するガイドラインを採択し、 
 
2. 主管庁に対して、改正後の MARPOL 条約附属書 VI の第 20 規則に記載された条項

に効力を与え実施する国内法の策定および制定に際して、付属のガイドラインを考慮に入れ

ることを要請し、 
 
3. MARPOL 条約附属書 VI 締約国およびその他加盟国に対して、添付のエネルギー効

率設計指標（EEDI）に関するガイドラインを、船主、船舶運航者、造船会社、船舶設計者

およびその他関係者に周知することを要請し、 
 
4. これらのガイドラインを、得られた経験を踏まえて継続的に見直すことに同意し、 
 
5. MEPC.1/Circ.681 によって回章された暫定ガイドラインを本日をもって無効とする。 
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付属文書 
 

2012 年新船のためのエネルギー効率設計指標（EEDI）の 
計算方法に関するガイドライン 

 
 

目次 
 
1 定義 
 
2 エネルギー効率設計指標（EEDI）（算式を含む） 
 

2.1 CF ;  燃料消費量と CO2 排出量の換算係数 
2.2 Vref ; 速力 
2.3 積載能力 

2.3.1 ばら積み貨物船、タンカー、ガス運搬船、Ro-Ro 貨物船および一

般貨物船等 
2.3.2 旅客船および Ro-Ro 旅客船 
2.3.3 コンテナ船 

2.4 載貨重量 
2.5 P ; 主機および補機出力 

2.5.1 PME ;   主機出力 
2.5.2 PPTO ;  軸発電機 
2.5.3 PPTI ;   シャフトモーター 
2.5.4 Peff ;    革新的省エネ技術による主機出力の控除 
2.5.5 PAEeff ; 補機出力の控除 
2.5.6 PAE ;    補機出力 

2.6 Vref, 積載能力および P 
2.7 SFC ; 燃料消費率 

2.8 fj ; 船舶固有の設計要素に対応するための補正係数 
2.8.1 fj ; 耐氷船 
2.8.2 fj ; シャトルタンカー 
2.8.3 fj ; 他の船種 

2.9 fw ; 実海域速力低下係数 
2.10 feff ; 革新的省エネ技術の稼働率 
2.11 fi ; 積載能力補正係数 

2.11.1 fi ; 耐氷船 
2.11.2 fi ; 自主的構造強化 
2.11.3 fi ;  共通構造規則（CSR）適用ばら積み貨物船および油タン

カー 
2.11.4 fi ;  他の船種 

2.12 fc ; 容積補正係数 
2.12.1 fc ; ケミカルタンカー 
2.12.2 fc ; LNG 船 

2.13 Lpp ; 垂線間長 

 
付録 1  一般的な舶用動力プラントの概略 
 
付録 2 EEDI用電力調査表（EPT-EEDI）作成ガイドライン 
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1 定義 
 
MARPOL条約とは、1978年議定書により修正された1973年の船舶による汚染防止のための国

際条約とその改正を意味する。 
 
本ガイドラインの目的に則し、「船舶のエネルギー効率に関する規則」（決議MEPC. 
203(62)）の定義を適用する。 
 
2 エネルギー効率設計指標（EEDI） 
 
新船のエネルギー効率設計指標（EEDI）は、船舶のエネルギー効率 (g/t*nm) の指標であり、

次式により算定される。 
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* 通常航海時の最大電力負荷の一部が軸発電機により給電される場合は、その

部分の動力に関しては SFCAEおよび CFAEの代わりに SFCMEおよび CFME を用い

ることができる。 

** PPTI(i)>0 である場合、Peffの算定には(SFCME . CFME)および (SFCAE  . CFAE ) の加重

平均値を用いるものとする。 
 
 
注: 上記算定式は、ディーゼル電気推進、タービン推進、又はハイブリッド推

進システムには適用できない場合がある。 
 
ここで、 

 
.1 CF は、燃料消費量（単位= g）と CO2 排出量（単位= g）（炭素含有量に基

づく）の間の無次元換算係数である。添字 MEi と AEi は、それぞれ主機と補

機を表す。CF は、NOx テクニカルコードの 1.3.15 で定義される NOx テク

ニカルファイルに含まれる試験報告書（以下「NOx テクニカルファイルの

試験報告書」）に記載された SFC を決定する際に使用される燃料に対応す

る。CF の値は、以下のとおりである。 
 

燃料の種類 参照 炭素 
含有量 

CF 

(t-CO2/t-燃料) 
1 ディーゼル油 / 軽油 ISO 8217 等級 DMX ～ DMB 0.8744 3.206 
2 軽質燃料油 (LFO) ISO 8217 等級 RMA ～ RMD 0.8594 3.151 
3 重油 (HFO) ISO 8217 等級 RME ～ RMK 0.8493 3.114 

4 液化石油ガス (LPG) 
プロパン 0.8182 3.000 
ブタン 0.8264 3.030 

5 液化天然ガス (LNG)  0.7500 2.750 
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.2 Vref は、天候が平穏かつ無風・無波を前提として、2.5 項に定義される機関

出力での 2.3.1 項および 2.3.3 項に定義される積載能力に対応する条件（旅

客船および Ro-Ro 旅客船の場合は、2.4 で与えられるとおり夏期満載喫水線

の条件）における深水域での速力（海里/時間（ノット））である。 
 
.3 積載能力 は、以下のように定義する。 

 
.1 ばら積み貨物船、タンカー、ガス運搬船、Ro-Ro 貨物船、一般貨

物船、冷凍運搬船および兼用船に関しては、載貨重量を積載能力
として用いる。 

 
.2 旅客船および Ro-Ro 旅客船に関しては、1969 年の船舶のトン数測

度に関する国際条約、附属書 I、第 3 規則に準拠する総トン数を積
載能力として用いる。 
 

.3 コンテナ船に関しては、載貨重量（DWT）の 70%を積載能力とし

て用いる。コンテナ船の EEDI値は、以下のとおり算定される。 
 

.1 Attained EEDIは、載貨重量の70%を積載能力として用い

て、EEDIの算定式に従って計算される。 
  
.2 リファレンスライン算定ガイドラインの推定指標値は、

載貨重量の70%を用いて次のように算出される。 
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.3 MARPOL条約附属書VI第21規則の表2にあるコンテナ船の

パラメーターaおよびcは、載貨重量の100%に対して推定

指標値をプロットすることにより決定される。すなわち、

a=174.22、c=0.201が確定された。 
 

.4 新造コンテナ船のEEDI要求値は、載貨重量の100%を用い

て次のように算出される。 
 

EEDI要求値 = (1-X/100) · a · 100% 載貨重量 –c 
 
 ここで、X はMARPOL条約附属書VI第21規則の表1に基づ

く削減率（パーセント）で、新造コンテナ船の適用フェ

ーズとサイズに関連する。 
 

.4 載貨重量 とは、夏期満載喫水での相対密度 1,025 kg/m3 の水中における排

水量と、軽荷重量の差（単位=トン）を意味する。夏期満載喫水線は、主管

庁もしくはその認定機関により承認された復原性資料に記載された夏期最

大喫水線とする。 
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.5 P は、主機および補機の出力（単位 = kW）である。添字 ME と AE は、それ

ぞれ主機と補機を表す。i の総和は、全ての機関を対象とした総和であり、

エンジン数 (nME) を使用する。 
 

.1 PME(i) は、各主機 (i) の連続最大出力（MCR*）の 75%である。 
 

付加的な動力取出し（パワーテイクオフ）または動力取入れ（パ

ワーテイクイン）の影響を以下で定義する。 
 
.2 軸発電機 

 
軸発電機が搭載される場合、PPTO(i) は各軸発電機の定格電力の

75%である。 
 

軸発電機の影響の計算に関しては、次の 2 つのオプションがある。 
 

オプション 1: 
 
.1 PME(i) 算定において許容できる最大控除は、2.5.6 項に定義

される PAE 以下とする。この場合、PME(i) は次のように算

定される。 
 

PME(i) = ( ))()(75.0 iPTOiME PMCR −×  
または 
 
オプション 2: 
 
.2 推進装置の出力が検証された技術的手段により制限され

ていて、その出力を上回る定格出力の機関が搭載されて

いる場合、速力 Vref の決定と EEDI の算定に用いる PME(i) 
は当該制限出力の 75%である。 

 

* 計算には、EIAPP 証書に明記された MCR 値を用いる。主機が EIAPP 証書の所持を要求されない場合は、

銘板に記載された MCR を用いる。 
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下図は、PME(i) の決定に関する説明を示したものである： 
 

 
 
.3 シャフトモーター 

 
シャフトモーターが搭載される場合、PPTI(i) は発電機の加重平均効

率で除した各シャフトモーターの定格電力消費の 75%である。 
 
Vref を測定する時の推力は、 
 

∑∑ + ShaftiPTIiME PP ),()(  
 
ここで、 

( )∑∑ ⋅⋅= GeniPTIiPTIShaftiPTI PP ηη )()(),(  
 

)(iPTIη は、搭載された各シャフトモーターの効率 

Genη は、発電機の加重平均効率 
 
上記のように定義された総推力が、検証された技術的手段によっ

て制限された推進装置の出力の 75%を上回る場合、速力 Vref の決

定と EEDI の算定には制限出力の 75%を総推力として用いるもの

とする。 
 

検証済み制限出力または 

軸発電機なし 

軸発電機付き 

速力 

主
機
出
力
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PTI/PTO 併用可能な場合は、航海中の通常の運転モードにより、

どちらを計算に使用するかが決まる。 
 
注: シャフトモーターのチェーン効率が証明書類に示されている場

合は、配電盤からシャフトモーターまでの機器内のエネルギー損

失を計上するためにシャフトモーターのチェーン効率を考慮する

ことができる。 
 
.4 Peff(i) は、75%主機出力における革新的省エネ機械技術の出力であ

る。 
 
推進軸に直結される機械的回収廃エネルギーは、その技術の効果

は Vrefに直接反映されるので、測定する必要はない。 
 
二元燃料機関または複数の機関を搭載した船舶の場合は、CFME と 
SFCME はすべての主機の出力加重平均とする。 
 

.5 PAEeff (i) は、PME(i)で測定された革新的省エネ電気技術による補機出

力の削減量である。 
 
.6 PAE は、2.2 項で示される速力（Vref）の条件下で、通常航海時の

最大電力負荷に対して給電するための補機の要求出力である。こ

れには、推進用の機械／システム及び居住設備に必要な動力（主

機ポンプ、航海装置・機器、船上生活等）を含めるが、推進機械

／システム用以外の動力（スラスタ、貨物ポンプ、荷役装置、バ

ラストポンプ、冷凍装置や貨物倉ファンなどの貨物維持装置等）

は除外する。 
 
.1 主機出力が 10,000 kW 以上の船舶の場合、PAE は次のよう

に定義される。 
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.2 主機出力が 10,000 kW 未満の船舶の場合、PAE は次のよう

に定義される。 
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.3 2.5.6.1 項または 2.5.6.2 項により算定した PAE の値が、通

常航海で使用される総出力と大きく異なる船舶（例：客

船等）の場合（EEDI 算定式の下の注を参照）、PAE の値

は、船舶が速力 (Vref) で航行している条件において、電力

調査表 1に示される消費電力（推進は除く）を、発電機の

電力加重平均効率で割ることにより推定される（付録 2
参照）。 

 
.6 Vref, 積載能力および P は、相互に整合しなければならない。 
 
.7 SFC は証明された機関の燃料消費率（単位= g/kWh）である。添字 ME(i) と 

AE(i)  は、それぞれ主機と補機を表す。「NOxテクニカルコード 2008」の E2
または E3 試験サイクルに従って認証された機関の燃料消費率 (SFCME(i)) は、

NOx テクニカルファイルに含まれる試験報告書に記録された機関の連続最

大出力の 75%での燃料消費率である。「NOx テクニカルコード 2008」の

D2 または C1 試験サイクルに従って認証された機関の燃料消費率 (SFCAE(i)) 
は、NOx テクニカルファイルに含まれる試験報告書に記録された機関の連

続最大出力の 50%での燃料消費率である。 
 
SFC は、ISO 15550:2002 および ISO 3046-1:2002 を参照し、燃料油の標準低

位発熱量 (42,700 kJ/kg) を用いて、ISO の標準的条件に相当する数値に補正

すること。 
 
2.5.6.1 項または 2.5.6.2 項により算定した PAE の値が、通常航海で使用され

る総出力と大幅に異なる船舶（例：従来型の客船等）の場合、補機の燃料

消費率 (SFCAE) は、NOx テクニカルファイルに含まれる試験報告書に記録

された機関の連続最大出力の 75%での燃料消費率である。 
 
SFCAE は、個々の機関 i の SFC AE(i) の出力加重平均である。 
 
出力が 130 kW 未満の NOx 認証対象外の機関については、製造者により指

定され、主管庁により承認された SFC を用いる。 
 
設計段階で、NOx テクニカルファイルの試験報告書がない場合は、製造者

により指定され、主管庁により承認された SFC を用いる。 
 
LNG 燃料機関で SFC が kJ/kWh 単位で測定される場合は、2006 年 IPCC ガ

イドラインを参照し、LNG の標準低位発熱量 (48,000 kJ/kg) を用いて、

g/kWh 単位の SFC 値に補正する。 
 
 

1  電力調査表は、検証者が検査して妥当性を確認する必要がある。周囲条件が電力調査表の電力負荷に影響

を及ぼす場合は、船舶に搭載される装置の最大設計電力負荷に達する契約上の周囲条件を原則適用する。 
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.8 fj は、船舶固有の設計要素に対応するための補正係数である。 

 
.1 耐氷船の出力補正係数 fj は、表 1 に示される fj0および fj,min の値の

大きい方を採用する。ただし、fj,max = 1.0 を超えないこと。 
 
耐氷クラス相互の対応の概略については、HELCOM 勧告 25/7 を

参照のこと 2。 
 

表 1: 耐氷船の出力補正係数 f j  

船種 fj0 
耐氷クラスに応じた fj,min  

IA Super IA IB IC 

タンカー ∑
=

nME

i
iME

PP

P

L

1
)(

920.1308.0  
30.015.0 PPL  21.027.0 PPL  13.045.0 PPL  06.070.0 PPL  

ばら積み 
貨物船 ∑

=

nME

i
iME

PP

P

L

1
)(

754.1639.0  09.047.0 PPL  07.058.0 PPL  04.073.0 PPL  02.087.0 PPL  

一般貨物船 ∑
=

⋅
nME

i
iME

PP

P

L

1
)(

483.20227.0  
16.031.0 PPL  12.043.0 PPL  09.056.0 PPL  07.067.0 PPL  

 
.2 推進冗長性を有するシャトルタンカーの補正係数 fj は、fj = 0.77と

する。この補正係数は、載貨重量が80,000～160,000トンの推進冗

長性を有するシャトルタンカーに適用する。推進冗長性を有する

シャトルタンカーとは、自動船位保持と推進冗長性の船級付記の

要件を満たすために必要な2機2軸を装備し、洋上施設での原油積

み込みに使用するタンカーである。 
 
.3 他の船種については、 fj を1.0とする。 
 

.9 fw は、波高、波周期及び風速（例：ビューフォート風力階級 6）の代表海

象における速力低下を示す無次元係数で、以下とおり決定される。 
  

.1 MARPOL 条約附属書 VI の第 20 および 21 規則に基づいて算定し

た EEDI については、fw は 1.00 である。 
 

.2 fw が以下の小項 .2.1 または .2.2 に従って算定される場合、得られ

た fw を用いて第 2 項の算定式により計算した EEDI の値は、

"attained EEDIweather"と称する。 
 

.1 fw は、代表海象下での船毎の性能シミュレーションを実

施することにより求められる。シミュレーション方法は

IMO によって策定されたガイドラインに基づき、個々の

船舶に係る方法及び結果は主管庁もしくはその主管庁が

認定した機関により検証されなければならない。  
 

2  HELCOM 勧告 25/7 は、 http://www.helcom.fi で閲覧可能である。 
                                                

http://www.helcom.fi/
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.2 シミュレーションを実施しない場合、fw は「標準 fw」表

／曲線から採られる。「標準 fw」表／曲線は、各船種毎

にガイドライン 3 の中で与えられ、積載能力（載貨重量

等）の関数として表される。「標準 fw」表／曲線は、代

表海象下での、できるだけ多くの既存船の実際の速力低

下データに基づいて決定される。 
 

fw および attained EEDIweather については、算定した場合、MARPOL 条約附

属書 VI の第 20 および 21 規則に基づいて算定した Attained EEDI と区別す

るために、EEDIテクニカルファイルに明記しなければならない。 
 
.10 feff(i) は、革新的省エネ技術の稼働率である。廃エネルギー回収システムの

feff(i) は、1.0 とする 4。 
 
.11 fi は積載能力に対する技術的或いは規則上の制限に関する積載能力補正係

数で、係数の必要性がない場合は 1.0 とする。 
 

.1 耐氷船の積載能力補正係数 fi は、表 2 の fi0および fi,max の値の小さ

い方を採用する。ただし、fi,min = 1.0 を下回らないこと。耐氷クラ

ス相互の対応の概略については、HELCOM 勧告 25/7 を参照のこ

と 5。 
 
表 2: 耐氷船の積載能力補正係数 fi  

船種 fi0 
耐氷クラスに応じた fi,max  

IA Super IA IB IC 

タンカー 
capacity

LPP
331.300138.0 ⋅  11.010.2 −

PPL  08.071.1 −
PPL  06.047.1 −

PPL  04.027.1 −
PPL  

ばら積み 
貨物船 capacity

LPP
123.300403.0 ⋅  11.010.2 −

PPL  09.080.1 −
PPL  07.054.1 −

PPL  05.031.1 −
PPL  

一般貨物船 
capacity

LPP
625.20377.0 ⋅  11.018.2 −

PPL  08.077.1 −
PPL  06.051.1 −

PPL  04.028.1 −
PPL  

コンテナ船 
capacity

LPP
329.21033.0 ⋅  11.010.2 −

PPL  08.071.1 −
PPL  06.047.1 −

PPL  04.027.1 −
PPL  

ガス運搬船 
capacity

LPP
590.20474.0 ⋅  25.1  12.010.2 −

PPL  08.060.1 −
PPL  04.025.1 −

PPL  

注: コンテナ船の積載能力は、DWT の 70%と定義される。 
 
.2 船舶固有の自主的構造強化に関する fi VSE は、次式で表される。 

 

designenhanced

designreference
VSEi DWT

DWT
f =  

 ここで、 
 

3  代表海象における速力低下係数 fw 算定のためのガイドラインが作成される予定である。 
4  EEDI の算定は、MARPOL 条約附属書 VI の第 13 規則 6 条で指定された排出規制海域（ECA）外における

通常の航海条件に基づくべきである。 
5  HELCOM 勧告 25/7 は、 http://www.helcom.fi で閲覧可能である。 

                                                

http://www.helcom.fi/
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designreferenceshipdesignreference tlightweighDWT −∆=  

 

designenhancedshipdesignenhanced tlightweighDWT −∆=  
 

本計算において、基準設計および強化設計ともに同じ排水量 (Δ) 
を用いる。 

 
DWTreference design は、構造強化適用前の載貨重量であり、DWTenhanced 

design は自主的構造強化適用後の載貨重量である。fi VSE の算定に関

して、基準設計と強化設計の間の材料変更（アルミ合金から鋼鉄

等）は認められない。同一材料の等級変更（鋼種、特性、状態

等）も認められない。 
 
いずれの場合も、船舶の構造図面 2 部を評価のために検証者に提

出しなければならない。1 部は自主的構造強化を適用しない船舶、

もう 1 部は自主的構造強化を適用する同一船舶に関するものであ

る。（代わりに、基準設計の構造図面 1 部に自主的構造強化の注

釈を付したものでも差し支えない）。両構造図面はいずれも船種

や用途に適用される規則を遵守しなければならない。 
 

.3 船級協会の共通構造規則（CSR）に従って建造され、船級符号

CSR を有するばら積み貨物船およびタンカーについては、以下の

積載能力補正係数 fiCSR を適用する。 
 

fiCSR = 1 + (0.08 · LWTCSR / DWTCSR) 

ここで、 DWTCSR は 2.4 項により決定される載貨重量、LWTCSR は
船舶の軽荷重量である。 

 
.4 他の船種については、 fi は 1.0 とする。 

 
.12 fc は容積補正係数で、係数の必要性がない場合は 1.0 とする。 
 

.1 MARPOL 条約附属書 II の第 1.16.1 規則で定義されるケミカルタン

カーに関しては、以下の容積補正係数 fc を適用する。 
 
 

fc = R ─0.7 ─ 0.014,  R が 0.98 未満の場合。 
または、 

fc = 1.000, R が 0.98 以上の場合。 
R は、2.4 項により決定される船舶の載貨重量 (トン) を船舶の貨物

タンクの総容積 (m3) で除した容積比率である。 
 
.2 液化天然ガス輸送用に建造、適用、使用される、直結ディーゼル

推進機関を有するガス運搬船に関しては、以下の容積補正係数

fcLNG を適用する。 
 

fcLNG = R -0.56 
 

ここで、R は 2.4 項により決定される船舶の載貨重量 (トン) を船

舶の貨物タンクの総容積 (m3) で除した容積比率である。 
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.13 垂線間長 Lpp とは、竜骨の上面から測定した最小型深さの 85%の位置にお

ける喫水線上で、全長の 96% の長さ、またはその喫水線上における船首材

の前面から舵頭材の中心線までの長さのうち、大きい方の値をいう。傾斜

した竜骨を有する設計の船舶においては、この長さを測定する喫水船は満

載喫水線に平行なものとする。垂線間長 (Lpp) の単位は、メートルとする。 
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付録 1 

 
一般的な舶用動力プラントの概略 

 
 

 
 

注 1:  推進軸に直結される機械的回収廃エネルギーは、その技術の効果は

Vref に直接反映されるので、測定する必要はない。 
 
注 2:  PTI/PTO 併用可能な場合は、航海中の通常の運転モードにより、ど

ちらを計算に使用するかが決まる。 
 
 

補機  

ボイラー 
 

貨物用熱源 

 

スラスター 

 

貨物ポンプ 

 

冷凍装置 

 

荷役装置 

 

バラストポンプ 

配電盤 

シャフトモーター PPTI 
 

廃熱回収等. PAEeff 

主機 PME 軸出力 
PS 

主機ポンプ (2.5% PME) 

居住設備 
(250 kW) 

PAE 

軸発電機 PPTO 
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付録 2 
 

EEDI用電力調査表（EPT-EEDI）作成ガイドライン 
 
 
1 EEDI用電力調査表 
 
1.1 この付録では、基準、標準フォーマット、明確な負荷の定義及びグループ化、標準

的な負荷稼働係数等を定義するために、実際に造船所が利用する負荷平衡表に類似した

「EEDI用電力調査表」作成のためのガイドラインを示している。いくつかの新しい定義

（特に「グループ」）が導入されていて、算定プロセスがより複雑なものとなるかのような

印象を与えるが、最終的なPAE の算定に至るこの中間ステップを経ることで、全ての関係者

による補機の電力負荷の全体像を通した徹底した調査を促進し、様々な船舶や技術の比較が

可能となり、最終的にはエネルギー効率改善の可能性が見出せる。 
 
2 補機の負荷出力の定義 
 
2.2 PAE は、以下の付加的な3条件とともに、本ガイドラインの 2.5.6項に示す方法で算

定しなければならない。 
 
.1 非常事態でない（火災、浸水、停電、部分停電等がない）こと、 
 
.2 評価時間は24時間であること（断続的に使用する負荷に対応）、および 
 
.3 船舶は乗客／貨物を満載し、船員が乗り組むこと。 
 

3 EEDI 用電力調査表に記載するデータの定義 
 
3.1 EEDI算定のための電力調査表には、以下のデータ要素を適宜記載する。  

 
.1 負荷グループ 
.2 負荷説明 
.3 負荷識別タグ 
.4 負荷の電気回路の識別 
.5 機械的負荷の定格出力 "Pm" [kW] 
.6 負荷電動モーターの定格出力 [kW] 
.7 負荷電動モーターの効率 "e" [/] 
.8 負荷の定格電力 "Pr" [kW] 
.9 負荷稼働係数 "kl" [/] 
.10 デューティ稼働係数 "kd" [/] 
.11 時間稼働係数 "kt" [/] 
.12 総稼働係数 "ku" [/]、ここで、 ku=kl·kd·kt 
.13 負荷の所要電力 "Pload" [kW]、ここで、Pload=Pr·ku 
.14 注記 
.15 グループの所要電力 [kW] 
.16 補機の負荷出力 PAE [kW] 
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4 EEDI用電力調査表に記載するデータ 
 
負荷グループ 
 
4.1 負荷は明確なグループに分け、補助機器を適切に分類できるようにする。グループ

化することにより検証過程を容易とし、負荷の低減が可能な領域を特定できる。グループを

以下に列挙する。 
 
.1 A − 船体、甲板、航海および安全に関するサービス 
.2 B − 推進補助機器 
.3 C − 補機および主機 
.4 D − 船内一般 
.5 E − 機関室および補機室の換気 
.6 F − 空調 
.7 G − 調理室、冷蔵および洗濯 
.8 H − 居住設備 
.9 I − 照明および電源ソケット 
.10 L − 娯楽 
.11 N − 貨物負荷 
.12 M − その他の設備 

 
すべての船内負荷を表に記載しなければならない。ただし、PAeff、シャフトモーターおよび

シャフトモーターチェーンは除く（下記4.1.2B項の推進補助機器の一部は含まれる）。いく

つかの負荷（スラスタ－、貨物ポンプ、荷役装置、バラストポンプ、貨物維持装置、冷凍装

置及び貨物倉ファン等）についても、透明性の目的のためにグループに含める。ただし、本

ガイドライン2.5.6項の4行と5行に適合するため、それらの稼働係数はゼロである。これによ

り、表で全負荷を考慮し、測定漏れの負荷項目がないことが容易に検証できる。 
 
4.1.1 A − 船体、甲板、航海および安全に関するサービス 
 

.1 船体サービスに含まれる負荷は一般に、ICCPシステム、係留装置、各種閉

鎖装置、バラスト装置、ビルジ装置、スタビライザー等である。バラスト

装置は、ガイドライン2.5.6項の5行に適合するため、稼働係数をゼロとし

て表示される。 
 
.2 甲板サービスに含まれる負荷は一般に、甲板およびバルコニーの洗浄装置、

救命装置、クレーン等である。 
 
.3 航海サービスに含まれる負荷は一般に、航海装置、船上通信システム、操

舵装置等である。 
 
.4 安全サービスに含まれる負荷は一般に、能動・受動防火システム、緊急遮

断システム、船内放送システム等である。 
 
4.1.2 B − 推進補助機器 
このグループには一般に、シャフトモーター用LT冷却ポンプ、推進コンバータ用LT冷却ポ

ンプ、推進用UPS等の推進用予備冷却システムが含まれる。推進サービス負荷には、シャフ

トモーター (PTI(i))および機付補機（シャフトモーター付属の冷却ファンおよびポンプ等）、

ならびにシャフトモーターチェーン損失およびその機付補機（すなわち、コンバータ付属の
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冷却ファンおよびポンプ等の関連補助装置を含むシャフトモーターコンバータ、推進変換機

付属の冷却ファンおよびポンプ等の関連補助装置の損失を含むシャフトモーター変換機、関

連補助装置の損失を含むシャフトモーター高調波フィルター、関連補助装置の消費電力を含

むシャフトモーター励起装置等）は含まれない。推進補助機器には、稼働係数をゼロに設定

すべき操船用スラスタとその補助装置等の操船用推進装置が含まれる。 
 
4.1.3 C – 補機および主機 
このグループには、冷却系統、すなわち、発電機や推進軸機関用の冷却系統ポンプおよびフ

ァン（海水ポンプ、清水専用ポンプ等）、潤滑・燃料系統の供給、移送、清浄および貯蔵、

燃焼用空気供給のための換気装置等が含まれる。 
 
4.1.4 D – 船内一般 
このグループには、シャフトモーター、補機と主機、居住区域サービスシステムの間で分担

可能な一般的サービスを提供する負荷が含まれる。負荷としては一般に、冷却系統、すなわ

ち、海水、清水ポンプ系統、圧縮空気系統、造水装置や自動化システム等が含まれる。 
 
4.1.5 E − 機関室および補機室の換気 
このグループには、機関室および補機室の換気を行うすべてのファン、すなわち一般に、機

関室冷却給排気ファン、補機室給排気ファンが含まれる。居住区域のファンや燃焼用空気供

給ファンはこのグループに含まれない。貨物倉ファン、車両積載区域の給排気ファンも含ま

れない。 
 
4.1.6 F − 空調 
空調サービス用のすべての負荷で、一般に、エアコン冷却機、エアコン冷暖房液の移送と処

理、エアコンの空気清浄装置の換気、エアコンの再加熱装置と付属ポンプ等が含まれる。熱

負荷消費書類の詳細な妥当性確認を避ける（すなわち、冷却機の電動モーターの定格出力を

使用する）ために、エアコン冷却機の負荷稼働係数、時間稼働係数、デューティ稼働係数は、

1に設定 (kl=1, kt=1, kd=1)する。。ただし、予備冷却機の台数が熱負荷消費書類に明記されて

いるときに限り、kd は予備冷却機の使用を表すものとする（例えば、冷却機が4台搭載され、

そのうち1台が予備の場合、予備冷却機についてはkd=0、他の3台についてはkd=1である）。 
 
4.1.7 G − 調理室、冷蔵および洗濯 
調理室、食品冷蔵、洗濯に関連するすべての負荷で、一般に、調理室の各種機器、調理用機

器、調理室の洗浄器、調理室の補機、冷蔵用コンプレッサと補助装置、空気冷却器等を含む

冷蔵室システムが含まれる。 
 
4.1.8 H − 居住設備 
乗客および船員の居住設備に関連するすべての負荷で、一般に、船員・乗客の移動装置（エ

レベータ、エスカレータ等）、環境サービス（下水・排水の回収、移送、処理、貯蔵、排出

等）、廃棄物処理（回収、移送、処理、貯蔵等）、居住設備用水の移送（清浄冷温水の供給

等）、 処理装置、プール設備、サウナ設備、ジム設備等が含まれる。 
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4.1.9 I − 照明および電源ソケット 
照明、娯楽、電源ソケットに関連するすべての負荷。船内照明回路とソケットの量がかなり

多くなることがあるので、すべての照明回路とポイントをEEDI用電力調査表に記載するこ

とは現実的には不可能である。従って、効率的な電力使用の可能性を特定するために回路を

小グループに分ける。小グループは以下のとおりとする。 
 

.1 照明。 1) 船室、2) 廊下、3) 設備室／階段、4) 公共空間／階段、5) 機関室

および補機室、6) 外部エリア、7) 車両積載区域、および 8) 貨物スペース。

すべてが主要な垂直ゾーンで区切られていなければならない。 
 
.2 電源ソケット。 1) 船室、2) 廊下、3) 設備室／階段、4) 公共空間／階段、5) 

機関室および補機室、6) 車両積載区域、および 7) 貨物スペース。すべてが

主要な垂直ゾーンで区切られていなければならない。 
 
複雑なグループ（例えば、船室の照明と電源ソケット）の算出基準については、小グループ

は、負荷の内容を示す（一般的な船室照明、テレビ、ヘアドライヤー、冷蔵庫等）注釈を用

いて含まれなければならない。）。 
 
4.1.10 L – 娯楽 
このグループには、娯楽に関連するすべての負荷で、一般に、公共空間のオーディオ・ビデ

オ機器、劇場装置、事務用ITシステム、ビデオゲーム等が含まれる。 
 
4.1.11 N – 貨物負荷 
このグループには、貨物ポンプ、荷役装置、貨物維持装置、貨物冷蔵、貨物倉ファン、車両

積載区域ファン等、透明性を期すための全ての貨物負荷が含まれる。ただし、このグループ

の稼働係数はゼロに設定しなければならない。 
 
4.1.12 M – その他の設備 
このグループには、上述のグループとは無関係であっても通常航海時の最大電力負荷の全体

的負荷計算に影響するすべての負荷が含まれる。 
 
負荷説明 
 
4.2 これにより、負荷を特定する（例えば、「海水ポンプ」等）。 
 
負荷識別タグ 
 
4.3 造船所の標準的なタグ表示方式によって負荷を識別する。例えば、「PTI1清水ポン

プ」の識別タグは、"SYYIA/C"と表示される。このデータは各負荷のための一意の識別名を

提供する。  
 
負荷の電気回路識別 
 
4.4 負荷に給電する電気回路のタグである。この情報により、データの妥当性確認プロ

セスが可能となる。 
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機械的負荷の定格出力  "Pm" 
 
4.5 このデータは、機械的負荷（ファン、ポンプ等）を駆動する電動モーターによって

電気的負荷が生じるときに限り記載する。これは、電動モーターにより駆動される機械装置

の定格出力である。 
 
負荷電動モーターの定格出力  [kW] 
 
4.6 メーカーの銘板または技術仕様書による電動モーターの定格出力。このデータは計

算には入らないが、モーターと機械的負荷併用の定格上の可能性を強調するのに有用である。 
 
負荷電動モーターの効率  "e" [/] 
 
4.7 このデータは、機械的負荷を駆動する電動モーターによって電気的負荷が生じると

きに限り記載する。 
 
負荷の定格電力  "Pr" [kW] 
 
4.8 メーカーの銘板または技術仕様書に示されるとおり、一般的に、そのサービスのた

めに設計された負荷での電気端末において消費される最大電力である機械的負荷を駆動する

電動モーターにより電気的負荷が生じるとき、その負荷の定格電力は Pr=Pm/e  [kW] である。 
 
負荷稼働係数  "kl" [/] 
 
4.9 負荷が定格電力ほど電力を消費しないとき、負荷の定格電力を負荷の所要電力まで

低減させる。例えば、機械的負荷を駆動する電動モーターの場合、ファンの定格出力が使用

されるダクトでの要求出力を超えるように、ファンは若干の電力余裕をもって設計すること

ができる。別の例としては、ポンプの定格出力がその吐出系統において必要な出力を上回る

場合がある。また、電気的自動制御半導体の電気暖房システムのサイズが大きく、定格電力

が消費電力を上回る場合があり、こうした場合に、係数kl を用いる。 
 
デューティ稼働係数  "kd" [/] 
 
4.10 デューティ稼働係数は、ひとつの機能が複数の負荷により提供されるときに用いる。

全ての負荷はEEDI用の電力調査表に含めなければならないので、この係数により、負荷の

正確な総和を与える。例えば、2台のポンプが同一回路で使用され、それぞれデューティ／

スタンバイで運転するとき、その kd 係数は ½ と ½ となる。3台のコンプレッサが同一回路

で使用され、1台が稼働、2台はスタンバイの場合、そのときのkdは、1/3、1/3、1/3となる。 
 
時間稼働係数  "kt" [/] 
 
4.11 3項で定義した24時間航海中の負荷デューティに関する造船所の評価に基づく時間稼

働係数である。例えば、娯楽用負荷の稼働時間が24時間のうち4時間に限定されていれば、 
結果として、kt=4/24となる。また、海水冷却ポンプがVrefで航海中に常時稼働するならば、

kt=1となる。 
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総稼働係数  "ku" [/] 
 
4.12 すべての稼働係数を考慮した総稼働係数: ku=kl·kd·kt 
 
負荷の所要電力  "Pload" [kW] 
 
4.13 各補機の負荷電力: Pload=Pr·ku 
 
注記 
 
4.14 検証者への説明のために、注記を記載することができる。 
 
グループの所要電力  [kW] 
 
4.15 グループA～Nの「負荷の所要電力」の総和である。これは、厳密にはPAEの算定に

必要ない中間ステップである。しかしながら、PAEの定量的解析に有用であり、解析のため

の標準的な分類及びエネルギー効率改善の可能性を提供する。 
 
補機の負荷出力  PAE [kW] 
 
4.16 補機の負荷出力 PAE は、すべての「負荷の所要電力」の総和を、電力で加重平均し

た発電機の効率で除したものである。 
 

PAE=ΣPload(i ) / (電力で加重平均した発電機の効率) 
 
EEDI用電力調査表のデータ表示のレイアウト構成 
 
5 EEDI用電力調査表は、一般情報（船名、プロジェクト名、参照文書等）を含め、以

下の要領でレイアウトする。 
 

.1 列の標題を記載する行 
 
.2 行IDの列 
 
.3 本ガイドライン4.1.1項～4.1.12項に示すグループ識別の列（"A"、"B" 等） 
 
.4 本ガイドライン4.1.1項～4.1.12項に示すグループ説明の列 
 
.5 本ガイドライン4.2項～4.14項に示す各項目のための列（「負荷識別タグ」

等） 
 
.6 各機器の負荷専用の行 
 
.7 本ガイドライン4.15項から4.16項のデータを含む総計（電力の総和） 
 
.8 説明のための注記 

 
EEDI用電力調査表の一例として、乗客輸送、車庫および漁業輸送用の冷凍貨物艙を備えた

旅客船の電力調査表を以下に示す。表示データや船種は、あくまで参考である。 
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